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令和３年４月９日  美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和３年４月９日午前１０時農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

 

    

    

１番  小 西 嘉 之       １０番  山 田 貞 子  

２番  加 藤 堅之助       １１番  中 野 龍太郎 

３番  髙 橋 秀 行       １２番  佐 藤   久 

４番  佐々木 竜 孝       １３番  木 村 とも子 

５番  奥 山 秀 治       １４番  髙 橋 正 和 

６番  佐々木 定 廣       １５番  深 沢   靖 

７番  深 田 秋 彦       １６番  鈴 木 敏 夫 

８番  細 井 千代文       １７番  髙 橋 正 尚 

９番  井 関 一 良        

        

        

 

        

        

                              

 

                   本会委員出席者  １７名 

  

                         

                

２．欠席委員は次のとおり 

 

    

                          

       なし 
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１．出席事務局職員 

 

局  長         大 澤   修 

庶務班長兼農地調整班長  加 藤 隆 輝 

上席主査         髙 橋 章 浩 

 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第１０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３  議案第１１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

第 ４   議案第１２号  農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画

の決定について 

第 ５  議案第１３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画

の決定について（農地中間管理権の取得） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午前１０時３３分本委員会の閉会を告げた。 
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令和３年４月９日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和３年４月９日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午前１０時 

  

４．閉     会     午前１０時３３分 

 

５．議事録署名委員     １番  小 西 嘉 之 

２番  加 藤 堅之助 

 

●議  長 それでは、ただ今から令和３年第４回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 それでは、日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定に

より指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、１番、小西委員、２番、

加藤委員を指名します。 

●議  長 次に、日程第２、議案第１０号農地法第３条の規定による許可申請について

を上程し議題とします。議案第１０号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１０号、申請番号８番から９番までについて議案書をもとに朗読、

説明 】 

始めに所有権移転です。 

 申請番号８番、千畑地区の田３筆、６，１１４㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。渡人は高齢となり、孫の受人へ生前一括贈与となります。

対価はありません。 

続きまして賃貸借権です。 

      申請番号９番、千畑地区の田１筆、１，１５１㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。渡人は高齢となり、受人へ耕作をお願いするものです。

１０ａあたり○○○円で、期間は３年間です。 

申請番号８番と９番の申請内容につきましては、農地法第３条第２項の各号

には該当しておりませんので、許可要件を満たしているものと考えられます。

以上です。 

●議  長 議案第１０号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号８番、９番の２件について、

質疑を行います。質疑ございませんか。 

      【「なし」との声あり 】 
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●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号８番、９番については、原案のと

おり決することにご異議ございませんか。 

 【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号８番、９番については、原案のと

おり決しました。よって、日程第２、議案第１０号については原案のとおり

許可決定いたします。 

●議  長 次に日程第３、議案第１１号農地法第５条の規定による許可申請についてを

上程し議題とします。議案第１１号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１１号、申請番号１番から２番までについて議案書をもとに朗読、

説明 】 

       申請番号１番、仙南地区の田２筆、畑１筆、計２２４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。受人は住宅の新築を計画しておりますが、住宅建設

予定地の周囲は田と水路で囲まれており、緩衝地と雪捨て場が必要となりま

す。面積は雪捨て場、駐車スペース、緩衝地２２４㎡、総事業費○○○円、

全額自己資金で、用地取得費は○○○円です。当該地は第１種農地ですが、

農地法施行令第４条第１項第２号ニ及び農地法施行規則第３６条にありま

す「申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に

供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を

供することが必要であると認められる場合。ただし、申請に係る事業の総面

積に占める第１種農地の面積が３分の１を超えない」に該当すると思われま

す。この案件につきましては、３ページに位置図、４ページに配置図、５ペ

ージに平面図、６ページに立面図、７ページに公図を添付しております。 

      申請番号２番、仙南地区の田１筆、２，０８０㎡、渡人は○○○さん、受人

は○○○さんです。受人は現在営業している給油所が老朽化していることか

ら、仙南地区に給油所を新設する計画をしました。面積は給油スペース８２

０㎡、洗車スペース６６０㎡、構内通路、職員駐車スペース・緩衝地６００

㎡です。総事業費○○○円、自己資金及び借入金で、用地取得費は○○○円

です。当該地は第１種農地ですが、農地法施行規則第３３条第２号にありま

す「農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設」に該当すると思われます。

就業機会の増大に寄与するかどうかについては、当該施設に雇用されること

となる者に占める農業従事者の割合が３割以上であるか否かをもって判断す

ることとなり、その確実性を担保するために、町と雇用協定を結んでおりま

す。なお、毎年従業員の雇用実績を報告してもらうこととしております。こ

の案件につきましては、８ページに位置図、９ページに配置図、１０ページ、

１１ページに立面図、１２ページに公図を添付しております。 

      図面の中で訂正があります。１０ページの立面図の中の西側立面図、東側立

面図が逆となります。また、北側立面図、南側立面図も逆となりますので訂

正をお願いいたします。以上です。 

●議  長 議案第１１号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、審議に入る前に、転用でございますので、申請番号１番から順次

調査の報告をお願いします。 
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９番委員 申請番号１番、２番とも私の案件ですので併せて報告いたします。 

まずは申請番号１番について調査の報告をいたします。渡人、受人ともに会

社員であり、当日立ち会うことができないため、○○○さんへ委任状が出さ

れておりました。そのため、３月３０日午前８時半頃、○○○さん、鈴木職

務代理、事務局職員とともに４人で現地を調査いたしました。調査項目に従

い調査した結果、何ら問題がなかったことを報告します。 

次に申請番号２番について調査の報告をいたします。３月３０日午前８時

頃、渡人、受人である○○○、○○○、鈴木職務代理、事務局職員とともに、

６人で現地を調査いたしました。調査項目に従い調査した結果、何ら問題が

なかったことを報告します。以上です。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号１番、２番について質疑を行

います。質疑ございませんか。 

 ２番委員 申請番号１番についてですが、昨年の案件で、住宅部分の転用があったと思

いますが、何故一括で申請しなかったのでしょうか。 

●庶務班長 ４ページの配置図の中のⒶ部分、建物が建築される部分については、元々雑

種地であったところで、農地ではなかった場所です。 

      雑種地Ⓐの周りの農地①から④までについては、農振除外の事前協議案件で

あった部分です。 

 ２番委員 わかりました。 

 

●議  長 暫時休憩します。                  午前１０時１２分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。         午前１０時１６分 

 

●議  長 ほかに質疑ございますか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１番、２番については、原案のと

おり決することにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番、２番については、原案のと

おり決しました。よって日程第３、議案第１１号については原案のとおり許

可相当と意見決定し、秋田県農業会議に諮問いたします。 

●議  長 次に日程第４、議案第１２号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第１２号について事務局

より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１２号、申請番号２５番から３８番までについて議案書をもとに

朗読、説明 】 

      始めに所有権移転です。 

      申請番号２５番、千畑地区の田２筆、２，７５４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。当該地は合作となっており、耕作不便を解消するため

農地を売買することになりました。売買価格は１０ａあたり○○○円で、引

き渡し時期は４月３０日を予定しております。受人の経営状況につきまして
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は、資料１ページのとおりです。受人はトラクター、田植機、コンバインを

所有し、乾燥、籾摺りは委託しております。 

      申請番号２６番、千畑地区の田２筆、１，９９４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は父が亡くなり相続しましたが、耕作できないた

め受人へ売買するものです。総額○○○円で、引き渡し時期は４月３０日を

予定しております。受人の経営状況につきましては、資料２ページのとおり

です。農機具一式を所有しております。 

 申請番号２７番、千畑地区の田１筆、２，０６９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は自分では耕作できず、離農するため受人へ売買

するものです。１０ａあたり○○○円で、引き渡し時期は４月３０日を予定

しております。受人の経営状況につきましては、資料３ページのとおりです。

農機具一式を所有しております。 

      申請番号２８番、仙南地区の田２筆、２，７９０㎡、渡人は○○○さん、受

人は公益社団法人秋田県農業公社です。公社特例事業で、渡人から公社を経

由して受け手へ売却するものです。渡人は耕作できなくなったため、農地を

売買することとしました。残りの農地は横手市分で、こちらも売買する予定

です。買い受け予定者は○○○さんです。売買価格は総額○○○円で、引き

渡し時期は６月１５日を予定しております。 

      申請番号２９番、仙南地区の田３筆、２，７０４㎡、渡人は○○○さん、受

人は公益社団法人秋田県農業公社です。こちらも公社特例事業で、渡人から

公社を経由して受け手へ売却するものです。渡人は耕作できないので、これ

まで耕作していた方へ農地を売買することとしました。買い受け予定者は○

○○さんです。売買価格は総額○○○円で、引き渡し時期は６月１５日を予

定しております。 

続きまして貸借権設定です。 

 申請番号３０番、千畑地区の田３筆、５，０００㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は当該地を賃貸借しておりましたが、これまで耕

作していた方が耕作できなくなったため、受人へ耕作をお願いするものです。

１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。受人の経営状況につきまし

ては、資料４ページのとおりです。トラクター、田植機、コンバインを所有

し、乾燥、籾摺りは委託しております。 

      申請番号３１番、千畑地区の田１筆、１２３㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。申請番号３１番との合作地となっていることから、賃貸借

の理由は同じです。 

      申請番号３２番、仙南地区の田２筆、１２，０８７㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は高齢となり耕作できなくなったことから、受

人へ耕作をお願いするものです。１０ａあたり○○○円で、期間は５年間で

す。受人の経営状況につきましては、資料５ページのとおりです。受人は農

機具一式を所有しております。 

      申請番号３３番、千畑地区の田３筆、８，４９０㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は父が亡くなり人手が足らず、耕作できなくなっ
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たため、規模を縮小したいことから受人が耕作することになりました。１０

ａあたり○○○円で期間は５年間です。受人の経営状況につきましては資料

２ページのとおりです。農機具一式を所有しております。 

      申請番号３４番、千畑地区の田２筆、１，６１０㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。これまで耕作していた受人が引き続き耕作することと

なり、契約することとなりました。１０ａあたり○○○円で、期間は１０年

間です。受人の経営状況につきましては、資料６ページのとおりです。農機

具一式を所有しております。 

 申請番号３５番、六郷地区の田７筆、６，５５９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。再設定です。総額○○○円で、期間は５年間です。受

人の経営状況につきましては、資料７ページのとおりです。農機具一式を所

有しております。 

 申請番号３６番、仙南地区の田４筆、７，３６９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。再設定です。１０ａあたり○○○円で、期間は１０年

間です。受人の経営状況につきましては資料８ページのとおりです。農機具

一式を所有しております。 

 申請番号３７番、六郷地区の田１筆、仙南地区の田８筆、計１２，４０７㎡、

渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。再設定です。１０ａあたり○○

○円で、期間は５年間です。受人の経営状況につきましては、資料９ページ

のとおりです。農機具一式を所有しております。 

 申請番号３８番、仙南地区の田３筆、６，３８７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。再設定です。１０ａあたり○○○円で、期間は５年間

です。受人の経営状況につきましては、資料９ページのとおりです。 

申請番号２５番から３８番までについては、いずれも農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第１２号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号２５番から３８番までの１４

件について質疑を行います。質疑ございませんか。 

１１番委員 申請番号３２番についてですが、賃貸借料が高いため、わかる範囲内で内訳

について説明をお願いいたします。 

●庶務班長 申請番号３２番についてですが、こちらの金額については相対で決まったも

ので、受人は親戚の方ということです。昨年、作況調査で仙南の元役場庁舎

前の田を見ていただきましたが、そちらの所有者の方です。この契約は別の

耕作していない田を受けてくださるということで、お互い相談し、相対で決

めた金額となります。 

１２番委員 私が調査いたしました。金額については高いのではないかと受け手の方に確

認いたしましたが、お互いその金額で納得しているので良いということでし

た。以上です。 

●議  長 よろしいでしょうか。 

１１番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございますか。 
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      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号２５番から３８番までについては、

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号２５番から３８番までについては、

原案のとおり決しました。よって、日程第４、議案第１２号については原案

のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に日程第５、議案第１３号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定についてを上程し議題とします。農地中間管理権の取得でござ

います。議案第１３号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１３号について、申請番号１１５番から１２１番までについて議

案書をもとに朗読、説明 】 

      申請番号１１５番から１２１番までについては、農地中間管理事業による貸

借権設定です。いずれも期間は本年５月１日から令和１３年４月３０日まで

の１０年間です。 

申請番号１１５番、六郷地区の田１３筆、４，１２１．４０㎡、出し手は○

○○さんです。総額○○○円で、受け手は○○○さんです。 

 申請番号１１６番、六郷地区の田１１筆、２４，５９０㎡、出し手は○○○

さんです。総額○○○円で、受け手は○○○さんです。 

 申請番号１１７番、千畑地区の田１筆、２，００３㎡、出し手は○○○さん

です。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

      申請番号１１８番、六郷地区の田３筆、仙南地区の田２筆、計７，６３８㎡、

出し手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんで

す。 

      申請番号１１９番、仙南地区の田２筆、３，５３７㎡、出し手は○○○さん

です。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

      申請番号１２０番、千畑地区の田４筆、六郷地区の田４筆、計１５，９９８

㎡、出し手は○○○さんです。総額○○○円で、受け手は○○○さんです。 

 申請番号１２１番、仙南地区の田１０筆、２４，８５６㎡、出し手は○○○

さんです。使用貸借で、受け手は○○○さんです。 

申請番号１１５番から１２１番までの７件につきましては、いずれも農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられま

す。以上です。 

●議  長 議案第１３号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号１１５番から１２１番までの

７件について質疑を行います。質疑ございませんか。 

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１１５番から１２１番までについ

ては、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって申請番号１１５番から１２１番までについて
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は原案のとおり決しました。よって日程第５、議案第１３号については原案

のとおり許可決定いたします。 

●議  長 以上で会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和３年第４回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

   会議終了 午前１０時３３分 
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   令和３年４月９日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  小  西  嘉  之 
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